
第２６号議案 

令和４年度加東市一般会計補正予算（第１０号） 

 令和４年度加東市の一般会計の補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２１，６１１千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２４，０１６，６７３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

  令和５年３月２８日提出 

加東市長 岩 根  正 





（追加） （単位　千円）

1 消防費
災害対策事業
（防災行政無線設備修繕）

649

第 ２ 表 繰 越 明 許 費 補 正

款 項 事　　　　業　　　　名 金 額

10 教育費 6 保健体育費
体育施設管理事業
　東条第一体育館管理事業

220,431

9 消防費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般会計-3-



（変更） （単位　千円）

補正前と
同じ

補正前と
同じ

補正前と
同じ

学校教育施設
等 整備 事業
(補正予算債)

35,000

普通貸借
又は
証券発行

（他の地
方公共団
体との共
同発行を
含む。）

4.0%以内

ただし、
利率見直
し方式で
借り入れ
る政府資
金及び地
方公共団
体金融機
構資金に
ついて、
利率見直
しを行っ
た後にお
いては、
当該見直
し後の利
率とす
る。

政府資金
について
は、その
融資条件
により、
その他の
場合は債
権者と協
定すると
ころによ
る。
ただし、
市財政の
都合によ
り据置期
間若しく
は償還期
限を短縮
し、繰上
償還し、
又は低利
に借換え
すること
ができ
る。

20,700

第 ３ 表 地 方 債 補 正

起債の方法 利率
起債の目的

償還の方法起債の方法利率 償還の方法 限度額

補 正 前 補 正 後

限度額

 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般会計-4-



令和４年度 

加東市一般会計補正予算（第１０号）説明書 











令和４年度

加東市一般会計補正予算（第１０号）補足説明書
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1　歳出補正予算の概要 （単位  千円）

一般財源その他地方債国県支出金
補正概要

補正額の財源内訳

△ 7,275 △ 14,300 △ 36

［国の補正予算関連］
一般会計補正予算（第9号）で追加した東条第一体
育館改修工事のうち耐震改修工事について、令和4
年度国の補正予算事業として採択されなかったこ
とから、当該補助対象事業費相当額を減額しま
す。
なお、耐震改修工事については令和5年度に再度国
へ補助要望します。
財源：国庫支出金【学校施設環境改善交付金】△
7,275千円（補助率1/3）、市債【補正予算債】△
14,300千円（充当率100%、交付税措置50％）

補正額事業名
事項別
明細書

P6～7 体育施設管理事業 △ 21,611

　歳出予算では、東条第一体育館改修工事のうち耐震改修工事に係る事業費の減で教育費を２１，６１１千円減額します。

　令和４年度加東市一般会計補正予算（第１０号）は、交付額確定による地方消費税交付金などの増額のほか、一般会計補正予算（第９号）で追加

した東条第一体育館改修工事のうち耐震改修工事について、国の補正予算事業として採択されなかったことに伴う事業費の減額を計上する補正予算

　補正予算の規模は、２１，６１１千円の減額とし、一般会計の総額を２４，０１６，６７３千円といたします。

計で２１，６１１千円の減額補正といたします。

　歳入予算では、交付額確定により地方消費税交付金を４１，８８８千円、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補 特別交付金の交付見込み

により地方特例交付金を３，６５７千円増額する一方、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付見込みによる増と、東条第一体育

館の耐震改修工事が国の補正予算事業として採択されなかったことによる学校施設環境改善交付金の減との差引きで国庫支出金を１，６５０千円、

補正予算債の減で市債を１４，３００千円減額するほか、歳入歳出額調整のため財政調整基金繰入金で繰入金を５１，２０６千円減額するなど、合

を編成しました。
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２　繰越明許費の概要

（追加） （単位  千円）

10 教育費 6 保健体育費
体育施設管理事業
　東条第一体育館管理事業

220,431
東条第一体育館改修工事については、国の補正予算事業と
して空調設備導入工事が採択されたことにより前倒しと
なった事業であり、年度内での完了が困難であるため。

合　　計 221,080

款 項 事　　　　業　　　　名 金　　額 繰　　越　　理　　由

9 消防費 1 消防費
災害対策事業
（防災行政無線設備修繕）

649
防災行政無線設備直流電源装置修繕については、部品供給
の遅延により、年度内での完了が困難であるため。
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